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障
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の
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用
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促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
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障
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者
の
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の
促
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に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
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一
部
改
正

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
の
二
ま
で
及
び
様
式
第
五
号
の
四
に
つ
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
の
記

名
押
印
又
は
署
名
を
不
要
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
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